
積極的支援の例 c支援パターン3（継続的な支援において電話、e－mailを中心とした例）  
○受診勧奨者は脚継続的な支援において個別支援が必要であり、継績的な支援においてこのパターンを用いることはできない  

①生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返  

面接   り、メタポリックシンドロームや生活習慣病に関する  

知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振  

り返り等から生活習慣改善の必要性を説明する。  

（塾生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデ  

メリットについて説明する。  

③栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導  

④対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要  

な社会資源を紹介し、有効に活用できるように支援す  

⑤体重・腹囲の計測方法について説明する。  

⑥生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について対  

象者と話し合う。  

（∋対象者とともに行動目標一支援計画を作成する。   

継続的  2   2週間後  e－mailB   5  5   ①生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認  

な支援  電話A  や必要に応じた支援をする。  
3   20   60   60  

1か月後   （中間評価）  ②中間評価を行う。  

4  e－mailB   5  10  ③栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導を  

5   e－mailÅ   40   100  する。  

2か月後  
6  電話B   5   10  20  

④行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持す  

60   160  
るために賞賛や励ましを行う。  

7   3か月後   電話A   20  

評価   ①身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認   
8   6か月後  

する。  3  



望ましい積極的支援の例  

○面接による支援  グループ支援（90分以上）  個別支援（30分以上）  または   

・生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、行動計画や行動目標の設定等動機づけ支援の内容  

を含む支援とする。  
・食生活については、食生活の中で、エネルギーの過剰摂取につながっている要因を把握し、その是正のために料  

理や食品の適切な選択等が自らできるスキルを身につけ、確実に行動変容できるような支援とする。  

・運動については、生活活動、運動の実施状況の確認や歩行前後の把握などを実施し、確実に行動変容できるよう  

な支援とする。  

02週間後   

01ケ月後  

02ケ月後  

電話、またはe－mai＝こよる支援  

電話、またはe－ma‖こよる支援  

電話、またはe－mailによる支援  

03ケ月後（中間評価による体卦腹囲等の測定から必要時6ケ月後の評価までの行動目標・行動計画の修正を含む）  

グループ支援（80分以上）  個別支援（20分以上）  または  

04ケ月後  

05ケ月後  

06ケ月後の評価  グループ支援（80分以上）  個別支援（20分以上）  または  
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・次回の健診までに確立された行動を維持できるような支援を行う。  



保健指導のプロセスと必要な保健指導技術  

＊保健指導のプロセスに沿った効果的な保健指導技術の展開例  

⑤対象者の自己の健康行動と、科学的根拠のある   
方法の理解の促進及び教材の選定   
●対象者の行動変容を促すことができるような教材の選択   

●教材を一緒に見ながら、生活習慣病に関する代謝のメカニズムや  
内臓脂肪と食事（エネルギーや栄養素等）の内容との関係につい  

て説明する   

●現在の生活習慣における問題点への気づきがみられた際には、  
自らがその問題点について改善が必要であると自覚できるように、  

その問題点に関する加齢の影響などに関して専門的な指導を行う   

●効果的な食事t運動の根拠について説明する  

⑥目標設定   

●自己決定の促し   

●行動化への意識づけ   

●社会資源・媒体等の紹介  

③アセスメント（情報収集■判断）   

●対象者の準備段階や理解力、意欲の確認   
●これまでの生活習慣についての振り返りと現状の確認  

⑦継続フォロー   
●継続フォローの重要性の説明と了解   
●支援形態の確認   

●目標の再確認  

④気づきの促し   
●生活習慣を改善することで得られるメリットと、  

現在の生活を続けることのデメリットの理解の促し   

●よい生活習慣と悪い生活習慣の比較   

●グループワークの活用  

⑧評価（3～6ケ月後）   
●目標達成の確認   

●個人の健診データの評価  
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（3）健診・保健指導の研修ガイドライン  

○研修の目的  

・医療保険者が健診・保健指導事業を適切に企画・評価し、また保健指導従事者が、標準的な健診・保健指導  
プログラムを踏まえた保健指導を的確に実施するために研修を行う。   

○研修の実施体制  

・都道府県は、市町村（国保・衛生）の保健師、管理栄養士等及び民間事業者等を対象  
・医療保険者の都道府県支部は、医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士、事務職等を対象  
・関係団体の都道府県支部は、各団体の会員を対象   

○指導者育成  

■国立保健医療科学院、医療保険者及び関係団体の中央レベル   

○研修において習得すべき能力  

1健診・保健指導事業の企画・立案・評価能力   

2 行動変容につながる保健指導ができる能力  

3 個別生活習慣（日常生活全般・食生活■身体活動・運動・たばこ・アルコール）に関して指導できる能力   

4 適切な学習教材を選定、開発できる能力   

○教育方法   

習得すべき能力に合わせて、以下の教育方法を活用  
・講義、IT研修、グループワーク、事例検討、シミュレーション、ロールプレイ、デモンストレーション、ピアレビュー   

○研修の評価  

1研修プログラム自体の評価（プロセス評価）   

2 研修受講者の能力習得評価（到達度・指導実践実績評価）   



リーダー育成プログラム  

学習内容  時間   

1．健診・保健指導の事例  
45分  

（1学位）   

2．特定健診の基本的な考え方（概論）  135分   

特定保健指導の基本的な考え方（概論）  （3学位）   

事務職向け   技術職向け  

3．特定健診・特定保健指導の事務  4．特定健診・特定保健指導の実際   

手続きについて   （1）叢生活指導のポイント  

（2）運動・身体活動指導のポイ  90分  

ント  （2単位）   

（3）たばこ・アルコール指導の  

ポイント  

5．シンポジウム「効栗駒な健診・保健指導のすすめ万」  

・地域保健力＼らの事例   135分  

・職域保健からの事例  （3単位）   

・健診・保健指導機関からの事例   

6．ポピュレーションアプローチのすすめ万  45分  

（1単位）   

7．特定健診・特定保健指導の企画・立案・評価とデータ分析  
90分  

（2単位）   

8．特定健診・特定保健指導事業の実施休制  
45分  

（1単位）   

9．特定健康診査等実施計画と後期高齢者支援金の加算・減算  
45分  

（1単位）   

10．特定健診・特定保健指導の研修企画・評価  

（1）研修ガイドラインについて   

（2）実際のすすめ方   

・健診・保健指導の研修に関する事例報告   

・健診・保健指導の研修の企画・評価に関する演習の説明   

（3）演習   

1）研修対象者の設定   
315分  

（7単位）  
2）研修の目的・目標の設定   

3）研修内容の設定   

4）研修方法の設定   

5）研修に係わる講師の設定   

6）研修の評価の設定   

（4）演習発表   

11．質疑応害  
45分  

（1単位）   

計  990分  

（22単位）   37   



実践者育成研修プログラム  

分野 l   学習内容   l 時間  l双書方法l   

1．基礎編  1）健診・保健指導の理念   ・講義  

2）保健指導対象者の選定と階層化  ・演習  

3）保健指導（概論）  ・通信及びレ  

保健指導の基本的事項（「情報提供」、「動機つけ  ボート  
135分  

支援」、「事看極的支援」の概要）  
（3学位）  

4）保健指導（各論）  

保健指導の特徴〔身体活動・運動、寅生活、た  

ぱこ、アルコール）  

5）ポピュレーションアプローチとの連動   

2．計画・  1）健診・保健指導事業の計画策定（演習による各   ・講義   

評価編   種データ分析を含む）  360分  

2）健診・保健指導事業の評1面（演習を含む）  （8単位）  

3）アウトリーシンクの進め方   

3．技術編  1）メタポリックシンドロームの概念   ・講義  

健診結果と身体変化・生活習慣の関連  ・演習  

2）行動変容に関する理論  
135分  

3）生活習慣改善につなげるためのアセスメント・  
〔3単位）  

行動計画  

4）「情報提供」、「動機つけ支援」、「積極的支援」の  

内容  

5）生活習慣病予防に関する保健指導   ・講義  

・身体活動・運動に関する保健指導  ・演習  
135分  

・食生活に関する保健指導  
（3学位）  

・たばこ・アルコールに関する保健指導  

・歯の健康に関する保健指導  

6）1）～5）を踏まえた保健指導の展開（演習）  90分  

（2単位）   

7）保健指導の評価   45分  

（1単位）   

合  計  900分  

（20学位）  

1   

1   

1   

1  

3b   
1   

1   

l   

：○この研修プログラムの例は、2日間又は3日間の研修期間を想定したものであるo  

lO健診■保健指導事業の企画を担当する者は、基礎編と計画・評価編の分野の研修内容とする。  
l ；○ 保健指導の実践者は、基礎編と技術編の分野の研修内容とする。  
；○健診・保健指導の企画及び実践を行う者は、基礎編、計画・評価編、技術編の全ての分野の研修内容とする。  
■ ＿＿＿■■■－■－－－－－・■■●■■一－－－－－－－－一一－－t－－－－－－－一一■－－t－・－－－－‥－・－－－一－－－－－－－－・－・・－－t－－－－ －－・－・－－－一■■■■■■■－■■■■■■■■－■■■■■一■■■■■■■ ■‾■■■■■‾■－－■一 ■－  



」■ l l  

による疾病の予防というよりも、QOLの確保・介護予防が  

重要。  
習慣病の早期発見のための健康診査は重要。  



4    市町    村  の乗  折たなイ    建  ●  増進  事業  につ  いて  

I   
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生活習慣病の予防健診を充実、他の各種健診や保健事業も引き続き漏れなく実施  

＜現行＞  ＜改正後（平成20年度より）＞  
老人保健法の  

目的や趣旨を  

踏襲しつつ、  
それを発展させ  

るものとして、  

「高齢者の医療  

の確保に関する  

法律」へと改正   

老人保健法  高齢者の医療の確保に関する法律  

高齢者に対する医療給付  

「後期高齢者医療制度   
高齢者に対する医療給付  

〔老人拠出金制度等〕  農芸  高齢者医療財政調整  

医療費適正化の推進  

連
携
を
と
っ
て
総
合
的
に
健
康
増
進
を
推
進
 
 
 

法的に連携を担保  

現在実施されて  

いる各種事業を  

健康増進法等に  

より漏れなく継続  

して実施   

健康増進法等  健康増進法等  



（2）市町村の新たな健康増進事業  
（健康増進法第17条に位置付けられる健康増進事業及び第19条の2の厚生労働省令で定める健康増進事業）  

今般の医療制度改革において、「老人保健法」の改正により、これまで市町村が担ってきた  

老人保健事業のうち、医療保険者に義務付けられない事業については、市町村が健康増進  
法等に基づき実施することとされた。  
（注1）医療保険者には、糖尿病等に着目した健診・保健指導が義務付けられる。  

（注2）健康増進法等の「等」は介護保険法を指し、具体的には地域支援事業における介護予防事業が含去れる。  

2具体的な事業  

健康増進法に位置付けられる市町村における新たな健康増進事業は、  以下の事業とする。  
（1）がん検診、（2）歯周疾患検診、（3）骨粗髭症検診、（4）肝炎ウイルス検診、  
（5）高齢者の医療の確保に関する法律第20条の加入者に含まれない40歳以上の住民   

（※）に対する同法第18条第1項の特定健康診査と同様の健康診査  
※ 生活保護受給者のうち社会保険未加入者を想定  

（6）40歳以上65歳未満の住民に対する健康手帳の交付、健康教育、健康相談、機能訓練及び  

訪問指導  
（注1）（1）～（5）は健康増進法第19条の2の厚生労働省令で定める健康増進事業。   

（6）は健康増進法第17条に位置付けられる健康増進事業。  

（注2）40歳未満の住民への健康相談など（6）に含まれない健康相談等は、引き続き健康増進法第17条に位置付けられる   

（本資料は、老人保健事業に含まれていたものについて整理したもの）。   
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